
令和２年度「高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業」成果報告書 

 

実施機関名 京都市教育委員会 

 

１ 事業実施前の状況及び課題 

 京都市内の病院に入院した高等学校段階の生徒（以下「高校生」という。）に対しては，在籍校からの

支援を基本としながら，京都市立桃陽総合支援学校（以下「桃陽総合支援学校」という）からの支援を

実施している。桃陽総合支援学校は京都市桃陽病院に隣接する本校と各大学病院等にある５つの分教室

（京都大学医学部附属病院，京都府立医科大学附属病院，京都第二赤十字病院，国立病院機構京都医療

センター，京都市立病院）で構成されており，高等部は設置していないが，特別支援学校のセンター的

機能（地域支援）の一環として，同校の分教室が設置されている２つの小児がん拠点病院（京都大学医

学部附属病院，京都府立医科大学附属病院）を中心に高校生支援を行っている。 

高校生支援においては，医教連携コーディネーター（※）による支援のもと，医療機関，在籍校，保

護者等との連携体制の構築を図りながら，病弱教育やＩＣＴ機器活用の観点から相談・支援を実施して

きた。その結果，ＩＣＴ機器活用のノウハウの蓄積や在籍校の病弱教育に対する理解・啓発，医療機関

との連携体制の構築は着実に進んできた。 

その一方で，連携の状況は医療機関によって異なる。具体的には，分教室設置病院の小児科では，これ

までも密に連携を取っているため，入院生徒の情報も入手しやすいが，小児科以外の病棟や分教室設置病

院以外の病院の高校生の入院状況は把握が難しい。京都市内の病院と一定期間入院が必要な生徒の情報を

共有できるような体制を構築するとともに，関係者からのニーズに応じて支援に向けたケース会議を開

催する等の迅速な対応ができるよう，医教連携コーディネーター等を中心にした関係機関による連携を

一層深めていくことが必要である。 

また，２つの小児がん拠点病院をはじめ，京都市の病院には全国から入院患者が集まり，高校生につ

いてはほとんどが京都市立高等学校以外の生徒である。他府県から入院する高校生の円滑な復学に向け

て，他の自治体と連携して支援する体制整備を進める必要がある。 

 

※医教連携コーディネーター 

桃陽総合支援学校の教員１名を医教連携コーディネーターに位置づけ，関係機関による連携体制を構

築。関係機関からの相談・報告の窓口を担う他，ケースカンファレンスのコーディネートも行っている。 

 

２ 事業の目的 

このような現状を踏まえ，京都市内の病院との連携・協力体制の充実を図るとともに，入院する高校生

の情報の把握や，ＩＣＴ機器を活用した学習保障を推進する。さらに，従前から取り組んでいる桃陽総合

支援学校の学習保障に向けた取組を京都市立以外の高等学校に周知し，理解啓発を図るとともに，自治体

間の連携のもとでの有効な支援の在り方を検討する。 

 

 

 

 

 



３ 事業の内容及び成果    

（１）実施体制 

①実施体制 

 桃陽総合支援学校は病弱教育の専門的見地から，病院の医師等スタッフは医療的見地から，在籍校や

在籍校設置教育委員会，京都市教育委員会は病弱教育及び復学時の支援等の見地から，入院生徒や保護

者の学習保障ニーズの把握を行う。 

 

②医教連携コーディネーター 

 桃陽総合支援学校の医教連携コーディネーターを中心として，関係教職員が該当生徒に関わる上記関

係機関の窓口の職員と連絡・調整を図り，教育体制整備の構築を目指す。 

 

③「京都市高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業推進に関する会議」の開催 

 学習保障に係る具体的な取組の検証のほか，効果的な連携。協力体制についての協議を行うことを目

的に１回開催した（Zoom を利用してオンラインで実施）。委員名簿は下表の通り。 

関西学院大学教育学部 教授 

京都大学医学部附属病院 小児科医 

京都府立医科大学附属病院 小児科医 

関西大学  学生（桃陽総合支援学校の教育支援を

受けた経験のある学生） 

京都府教育委員会 高校教育課 指導主事 

京都市教育委員会 学校指導課 指導主事 

総合育成支援課 担当課長 

桃陽総合支援学校 校長，教諭 

 

  



（２）取組及び成果 

表１：令和２年度 同時双方向型配信授業実施事例 

事

例 

①在籍校・学年②入院期間 

③入院科・学習場所  

Ⓐ学習室Ⓑ個室Ⓒ総室 
※Ⓒの場合イヤホン等利用 

①配信授業に至る経過 

医教連携の様子 

②配信授業の様子 

③単位認定，進級・卒業等の様子 

【使 用 機 材】 
㋐桃陽貸出㋑高等学校所有㋒生徒所有㋓その他 

【無 線 環 境】 

㋐桃陽㋑高校㋒生徒㋓自宅㋔その他 

Ａ 
①他府県私立高等学校 

１年生 

②院内受験（令和２年

２月）～令和２年８

月 

③小児科 ⒶⒷ 

血液内科 Ⓒ 

 

①高校入学以前から病院内にある桃陽総合支

援学校の分教室（以下「院内学級」という）

に在籍し，院内受験。合格後，高等学校と桃

陽総合支援学校でケース会議。遠隔教育実施

決定後，医教連携コーディネーター（以下，

医教Ｃ）が医療，高校関係者のカンファレン

スをコーディネート。新型コロナ感染症拡大

のため，医療ソーシャルワーカー（病院に勤

務し，患者からの相談や他の機関との連携等

を行う職。以下，ＭＳＷ）を通じて当該生徒

を支援。定期考査は高等学校，医教Ｃ，ＭＳ

Ｗが連携し，病室で高校と繋ぎ高校の指示監

督のもと実施。学習中の不安や治療計画など

について，ＭＳＷと医教Ｃの連携のもと医療

側及び高校側への情報共有を図った。 

②入学式から配信。初日，当該生徒について

クラス担任が紹介。当該生徒の席に配信機材

を設置し，接続状況などを周囲の生徒が気に

かけていた。復学にあたり，クラス担任が全

校生徒を対象に，当該生徒への理解を求める

講話を実施。自宅療養期間の配信授業後，円

滑に復学。 

③高校の時間割に沿って定期考査を実施。問

題は直前に病室に届ける，答案用紙はテスト

直後に高校へ送信するなど，高校と連携し公

正さに配慮。得点は成績に反映。進級。 

【使用機材】 

病院側：㋐授業視聴用タブレット２台 

㋐リモートカメラ用タブレット１台 

㋐プレゼンスロボット操作用タブレット 

㋐ダイレクトプリンター１台  

高校側：㋐授業配信用タブレット２台  

㋐リモートカメラ１台 

㋐プレゼンスロボット１台 

㋐タブレットフォルダー，三脚 

 

【無線環境】 

病院側：㋐モバイルルーター 

    ㋓自宅Ｗifi（自宅療養期間） 

高校側：㋐モバイルルーター

（プレゼンスロボット用） 

    ㋑自校回線（教室） 

 

Ｂ 
①他府県私立高等学校

２年生 

②令和２年７月～令和３年２月 
 退院後～３月自宅療養 

③小児科 Ⓐ 

化学療法中 Ⓑ 

 治療状況によりⒸ 

  

①他府県医療機関より転院時，主治医に学習

継続の相談。主治医より連絡を受け医教Ｃが

保護者と教育相談。保護者は高校へ遠隔教育

の希望を伝え高校は快諾。医教Ｃが保護者も

含めた関係者のカンファレンスをコーディネ

ート。定期考査は高校，医教Ｃ，院内学級，

病棟が連携し支援。 

②入学時より他府県の病院に入院していた

為，遠隔授業が高校生活の開始だった。高校

は退院後の復学を見据えて，積極的な授業配

信に取り組む。高校はアバタ―ロボット（取

り付けたタブレットを遠隔で操作しながらテ

レビ電話等をすることで，相手が目の前にい

るかのようにコミュニケーションをとること

ができるロボット）の実証研究校として開発

会社に協力。病院側機材のサポートは桃陽総

合支援学校が担当。 

③高校の時間割に沿って定期考査を実施。問

題は直前に病室に届ける，答案用紙はテスト

直後に高校へ送信するなど，高校と連携し公

正さに配慮。得点は成績に反映。レポート課

題は郵送や保護者が届けることで対応。進

級。 

【使用機材】 

病院側：㋒授業視聴用タブレット１台 

㋐ダイレクトプリンター１台 

㋓遠隔授業実証研究機関貸出機材  

高校側：㋑配信用タブレット１台 

    ㋓遠隔授業実証研究機関貸出機材  

【無線環境】 

病院側：㋐モバイルルーター 

    ㋓自宅Ｗifi（自宅療養期間） 

高校側：㋑自校回線 



事

例 

①在籍校・学年②入院期間 

③入院科・学習場所  

Ⓐ学習室Ⓑ個室Ⓒ総室 
※Ⓒの場合イヤホン等利用 

①配信授業に至る経過 

医教連携の様子 

②配信授業の様子 

③単位認定，進級・卒業等の様子 

【使 用 機 材】 
㋐桃陽貸出㋑高等学校所有㋒生徒所有㋓その他 

【無 線 環 境】 

㋐桃陽㋑高校㋒生徒㋓自宅㋔その他  

Ｃ 
①京都府立特別支援学校高等部 

１年生 

②令和２年７月～ 

③小児科 Ⓐ 

 

①入院時に学習支援について主治医より相

談。特別支援学校生徒。留年はない。在籍校

と連携を図り，在籍校からの週１時間の授業

配信，桃陽総合支援学校が主催する学習会に

週２日参加。 

②機材操作のサポートが必要なため，在籍校

からの授業配信は入院付添者が担当。学習会

は院内学級で実施し医教Ｃを中心に担当。学

生ボランティアはオンラインで参加。 

③特別支援学校生徒のため，単位認定等に影

響なし。 

【使用機材】 

病院側：㋐授業視聴用タブレット１台 

高校側：㋑授業配信用タブレット１台

【無線環境】 

病院側：㋐モバイルルーター 

高校側：㋑自校回線 

学生ボランティア： 

㋔自分のスマートフォン回線を使用 

Ｄ 
①京都府立高等学校 

３年生 

②令和２年８月～ 

③血液内科 Ⓒ 

①入院時，ＭＳＷが遠隔教育を紹介。医教Ｃ

が教育相談を受ける。保護者が高校に遠隔教

育を希望。高校は快諾。無線や機材について

桃陽総合支援学校から全面支援。高校と医教

Ｃ，ＭＳＷの連携のもと定期考査を実施。関

係機関が情報共有を図り，一時外泊時も遠隔

授業を実施。 

②体調が悪く声が出せない時など，自分の状

況をカードに書いて提示。教室側では応答が

なくても病室の様子を理解できた。 

③高校の時間割に沿って定期考査を実施。問

題は直前に病室に届ける，答案用紙はテスト

直後に高校へ送信するなど，高校と連携し公

正さに配慮。レポート課題など当該生徒のプ

リンターに高校よりダイレクト送信。担任が

回収。卒業。 

【使用機材】 

病院側：㋐授業視聴用タブレット２台 

    ㋐ダイレクトプリンター１台 

    ㋐パソコン（課題作成用） 

高校側：㋐授業配信用タブレット２台 

    ㋐タブレットフォルダー，三脚 

【無線環境】 

病院側：㋐モバイルルーター 

高校側：㋐モバイルルーター 

Ｅ 
①京都私立高等学校 

２年生 

②令和２年１０月～令和３年１月

③小児科 Ⓑ 

①入院時，ＭＳＷが遠隔教育を紹介。医教Ｃ

が教育相談を受ける。保護者が高校に遠隔教

育を希望。高校は快諾。保健室登校が続いて

いたため，養護教諭が遠隔教育窓口。無線や

機材について桃陽総合支援学校が全面支援。 

②配信される学校の様子を生徒は楽しみにし

ていた。定期考査や課題提出については当該

生徒の体調を踏まえて量を調節するなど配

慮。自宅療養に移行してからも配信を継続。 

③緩和ケアを配慮し定期考査は実施せず。 

【使用機材】 

病院側：㋐授業視聴用タブレット２台 

高校側：㋐授業配信用タブレット２台 

    ㋐タブレットフォルダー，三脚 

 ※自宅療養後は自宅・高校に１台ずつ 

【無線環境】 

病院側：㋐モバイルルーター 

    ㋓自宅Ｗifi（自宅療養期間） 

高校側：㋐モバイルルーター 

Ｆ 
①京都私立高等学校 

１年生 

②令和２年９月 

（２週間） 

③小児科 Ⓒ 

 

①入院中の学習について当該生徒が病棟に相

談。病棟師長は院内学級に相談。院内学級よ

り遠隔教育を紹介。保護者が高校に遠隔教育

を希望。高校は快諾。 

②短期間の入院の為，履修状況に関して不安は

なかったが，学級の様子や授業を視聴でき復学

に関しての不安の軽減を図ることができた。 

③短期間の入院の為，定期考査は実施せず。 

【使用機材】 

病院側：㋐授業視聴用タブレット１台 

高校側：㋑授業配信用タブレット１台 

【無線環境】 

病院側：㋐モバイルルーター 

高校側：㋑自校回線 

Ｇ 
①京都私立高等学校 

３年生 

②令和２年１１月～令和３年３月 

③血液内科 Ⓒ 

 

①入院時，ＭＳＷが遠隔教育を紹介。保護者

が高校に遠隔教育を希望。高校は大学受験の

オンライン面接支援を桃陽総合支援学校に依

頼。受験では当該生徒所有のＰＣ使用が必要

だった。通信状況や音声など明確なやり取り

ができる状況作りを支援。大学進学に向けて

治療計画などについて高校と医療関係者のカ

ンファレンスをコーディネート。 

②授業はほぼ終了していた為，学級活動など

を配信。 

③卒業。進学 

【使用機材】 

病院側：㋐授業視聴用タブレット１台 

高校側：㋑授業配信用タブレット１台 

【無線環境】 

病院側：㋐モバイルルーター 

高校側：㋑自校回線 



事

例 

①在籍校・学年②入院期間 

③入院科・学習場所  

Ⓐ学習室Ⓑ個室Ⓒ総室 
※Ⓒの場合イヤホン等利用 

①配信授業に至る経過 

医教連携の様子 

②配信授業の様子 

③単位認定，進級・卒業等の様子 

【使 用 機 材】 
㋐桃陽貸出㋑高等学校所有㋒生徒所有㋓その他 

【無 線 環 境】 

㋐桃陽㋑高校㋒生徒㋓自宅㋔その他  

Ｈ 
①京都府立高等学校 

２年生 

②令和２年１２月～ 

③整形外科 Ⓒ 

①入院中の学習について当該生徒が病棟に相

談。病棟師長は院内学級に相談。院内学級よ

り遠隔教育を紹介。保護者が高校に遠隔教育

を希望。高校は快諾。無線や機材について桃

陽総合支援学校から全面支援。高校と医教

Ｃ，ＭＳＷの連携のもと定期考査を実施。 
②２年生であるが志望校も決定しており，受

験対策用の自習教材の支援について高校と本

人から相談。オンライン学習支援アプリを使

用して熱心に学習継続。 

③高校の時間割に沿って定期考査を実施。問

題は直前に病室に届ける，答案用紙はテスト

直後に高校へ送信するなど，高校と連携し公

正さに配慮。得点は成績に反映。大学進学模

擬試験は保護者を通じて配布。病室で受験後

高校が回収。進路相談実施。進級。 

【使用機材】 

病院側：㋐授業視聴用タブレット２台 

    ㋐ダイレクトプリンター１台 

高校側：㋐授業配信用タブレット２台 

    ㋐タブレットフォルダー，三脚 

【無線環境】 

病院側：㋐モバイルルーター 

高校側：㋐モバイルルーター 

 

Ｉ 
①京都府立高等学校 

１年生 

②令和３年 1月～ 

③小児科 Ⓒ 

①入院中の学習について当該生徒が病棟に相

談。病棟師長は院内学級に相談。院内学級よ

り遠隔教育を紹介。保護者が高校に遠隔教育

を希望。高校は快諾。無線や機材について桃

陽総合支援学校から全面支援。高校と医教

Ｃ，ＭＳＷが連携を図り定期考査を実施。 
②所属している部活動友達と声を掛け合うな

どを励みとしている。 

③高校の時間割に沿って定期考査を実施。問

題は直前に病室に届ける，答案用紙はテスト

直後に高校へ送信するなど，高校と連携し公

正さに配慮。得点は成績に反映。進級。 

【使用機材】 

病院側：㋐授業視聴用タブレット２台 

    ㋐ダイレクトプリンター１台 

高校側：㋐授業配信用タブレット２台 

    ㋐タブレットフォルダー，三脚

【無線環境】 

病院側：㋐モバイルルーター 

高校側：㋐モバイルルーター 

 

【事例Ａ】 

 

 

 

 

 

 

 

【事例Ｂ】        【事例Ｃ】      【事例Ｄ】       【事例Ｅ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビデオトークアプリとリ

モートカメラで入学式の

配信を受ける 

病棟内学習室で配信授業

を受けている 
復学前，担任より全校生徒

に向けての当該生徒理解

に関する講話 

復学初日，クラスメイトよ

り「お帰りなさい」と迎え

られる。 

病室ベッド上で配信授業

を受けている 
オンラインで大学生と交流 

総室でイヤホンをつけ配信授

業視聴。先生の問いかけに指

で了解の合図を返している 

高校を訪問し配信機材の貸出

と説明をしている 



①医教連携体制の構築に関する研究 

・医教連携コーディネーターが相談窓口となることにより各病院との連携が一層整ってきた。京都府立医

科大学附属病院では，高校生支援のフロー図(資料１)が作成され，院内で医教連携についての情報共有

が図られた。京都大学医学部附属病院では，医療ソーシャルワーカーが病院内に高校生支援のポスター

（資料２）を掲示されたことにより，相談件数が増えた。 

・福祉行政との連携においては，本市の小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を所管する部署に対し，高

校生の教育相談」「同時双方向型配信授業の事例」について桃陽総合支援学校の取組を紹介し，情報共

有を行った。今後，連携体制の構築に向け継続的に情報交換を図ることとする。 

・同時双方向型配信授業実施高校９校のうち出席認定が必要であった６校にアンケート調査を実施，５校

から回答があった。本アンケート調査（資料３，表２）では，医教連携コーディネーターの役割につい

て，「制度や配信機材，方法，病院側の状況など不明な点についての相談窓口として有効」「医療と高

等学校の連携をコーディネートする取組がなければ，同時双方向型配信授業は成立しなかった」という

意見があった。 

 

 

 

資料１：府立医科大学附属病院 高校生支援（配信授業）までのフロー図 

資料２：京都大学学医学部附

属病院 院内掲示ポスター 



資料３：同時双方向型配信授業の実施についてのアンケート 

表２ アンケート結果概要 

取
組
開
始
に
当
た
り 

 

（１）高等学校等における遠隔教育の推進に関して，制度の弾力化が図られていたことについて。 

①知っていた （   ） 

②知っていたが具体的な内容までは確認していなかった（ ３ ） 

③知らなかった（ ２ ） 

（２）同時双方向型配信授業を開始した手順について。 

〇各高校において共通していたポイント 

・医教連携コーディネーターとの打合せ 

・校内担当者の決定と相談（副校長，教務主任，担任等） 

・経営会議等で協議 

・職員会議で周知 

・担任による生徒への理解啓発を図る取組 

（３）（２）の結果，授業配信は支障なく開始できたか。 

支障なく開始できた。 

配
信
の
様
子 

定
期
考
査
等 

（４）①定期考査の実施や提出物の評価，実技教科の学習について。 

・定期考査はMSWと医教連携コーディネーターと連携しPDFで問題を送信し病室で同時に実施。 

・提出物は郵送やオンラインで提出。 

・実技教科は授業見学とレポート，授業担当者が指定した動画視聴後のレポート提出など 

（４）②修得状況を把握する上で課題だと感じたこと 

・評価に大きな支障と感じたことはなかった 

（５）同時双方向型配信授業の取組は授業者，または担当教職員にとって負担だったか。 

①負担だった（１）：機材の運搬や準備。しかし教員と生徒は前向きに取り組んだ 

②負担ではなかったが，困ったこともあった（３）：機材の不調への対応 

③負担ではなかった（１） 

（６）同時双方向型配信授業の取組を通して，高校側の生徒，教職員，病院側の生徒の様子について，実施前と実

施後の変化があったか。 

・高校側の生徒：機材の設置に協力的。病院側の生徒に手を振るなど思いやる様子があった。 

・教  職  員：視覚支援を用いた教材の工夫など教材研究が進んだ。 

・病院側の生徒：よくがんばった。 

（７）同時双方向型配信授業は長期入院する高校生にとって必要だったと感じるか。 

学習保障の視点からも，病気を克服する上での励みという視点からも必要だった。一部教員には「治療第一。卒業

を急がせなくてもよい。」という意見もあった。 

機
材
と
無
線 

（８）同時双方向型配信授業で使用した機材について 

高校側，病院側ともに全てを自校と当該生徒で準備できた事例はなかった。桃陽総合支援学校より貸し出した。 

（９）同時双方向型配信授業で使用した無線環境について 

高校側は１校のみ自校回線を使用。他は高校側，病院側にモバイルルーターを桃陽総合支援学校から貸し出した。 

セ
ン
タ
ー
的
機
能
に
つ
い
て 

（10）病弱特別支援学校のセンター的機能を活用した医療と高等学校の連携をコーディネートする取組について， 

医教連携コーディネーターは制度や配信機材，方法，病院側の状況など不明な点についての相談窓口として有効。

桃陽総合支援学校からの適切な助言や協力がなければこの取組は進めることができなかった。 

（11）同時双方向型配信授業を継続するに当たり，課題や問題点と感じられるところ 

教職員への負担は一定増すことにはなる。実技教科の学習をどのように進めるか，学校行事にどのように参加でき

るかは課題となる。無線環境が整っていない場所での配信について検討する必要がある。学習の励みとなるようク

ラウド版の協働学習システムなどを利用して当該生徒への評価のフィードバックをスムーズに図る必要を感じる。 

（12）その他，病院の対応，「育」支援センターの対応などへの感想・意見 

桃陽総合支援学校の支援や助言は大変心強く，スムーズに取組を進めることができた。病院側の生徒へのサポート

に感謝している。 

 
・医療側では，高等学校の学習指導計画を知ることで，主治医が当該生徒の治療計画を配慮しようとする

様子があった。 

・大学生ボランティアの活動は，新型コロナウィルス感染症拡大の影響により実施できなかったため，オ

ンラインでの学習会を試行した。特別支援学校在籍生徒で，桃陽総合支援学校の学習会に参加していた

高校生は，オンライン学習会により学習が楽しくなったと感想を述べている。学生ボランティアの中に

は，自分自身の入院中，学習会に参加経験のある学生が２名いる。うち１名の長野県在住の学生は当時

の学生ボランティアと同じ京都の大学への進学を希望し合格したが，呼吸器系持病があるため，新型コ

ロナ感染症拡大の影響により今年度春学期は休学し秋学期よりオンラインで講義を受けている。オンラ

イン学習会開始を知らせると，長野県の自宅から毎回参加し，高校生の学習を支援している。 



②高校生支援に関する理解啓発の拡大に関する研究 

・今年度は小児がん拠点病院２病院と院内学級設置病院１病院の計３病院に入院する９名の高校生から配

信授業を希望する教育相談があった。特別支援学校を除く全ての高等学校が出席認定につながる同時双

方向型配信授業を実施した。 

・同時双方向型配信授業が積極的に実施された背景には，「新型コロナ感染症拡大の中，高等学校において

オンライン授業が実施されたこと」「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策についての周知が進ん

だこと」があるのではないかと推測される。 

・同時双方向型配信授業実施について，具体的なイメージが分かりにくいと言う相談が全ての高校からあ

った。配信授業が実際にどのように取り組まれていたかという先行事例を高等学校は求める。そこで桃

陽総合支援学校の実績をもとにした遠隔教育説明資料（別添）を作成し，オンラインや高校訪問で資料

を提示し説明を進めた。実際の配信授業の動画なども紹介した。高等学校からは授業配信のイメージが

持ちやすいという評価があった。  

・同時双方向型配信授業実施校からは「長期入院する高校生にとって必要だった」「入院中であっても集団

で学ぶことは重要」「好影響はそれに取り組む教職員やサポート役の生徒，クラスメイトに及ぶ」「生き

るための活力となったであろう」「病気を克服する上で非常に大きな支えとなったと考える」「復学支援

に有効」などの意見があった。 

 
③他の自治体等と連携した高校生支援の取組に関する研究 

・事例Ａ、Ｂでは他府県にある私立高等学校の同時双方向型配信授業の支援に取り組んだ。時間や距離の

制約があっても医教連携が図れるようカンファレンスはオンラインで開催した。両事例とも円滑に配信

授業は進み，事例Ａは自宅療養後復学，事例Ｂは自宅療養における自宅への授業配信継続中である。桃

陽総合支援学校より入院中に貸し出していた授業機材は自宅療養中も貸出を継続した。 

・事例Ｂでは在籍校がアバターロボットの開発研究実証校となったため，桃陽総合支援学校は病院側での

支援協力を進めた。本実証研究では教育部門と医療部門のワークショップがあり，桃陽総合支援学校と

主治医は両部門のワークショップに参加し，京都市の同時双方向型配信授業の実績や成果について報告

した。ワークショップでは，遠隔教育に関する理解啓発や制度の議論が展開され，他府県の医療関係者

からは「高等学校と医療関係者をつなぐ HUBになる役割が必要」との意見があった。京都市においては

病弱特別支援学校のセンター的機能を活かした支援を進めているが，京都市独自の取組であり，他府県

で認識されている方法でないことを確認した。教育関係機関ではない研究開発機関へのワークショップ

参加により桃陽総合支援学校の高校生支援の取組を広報するとともに，他府県の状況を知る機会となっ

た。 

・また，高校生支援の教育相談を担っている他自治体のコーディネーターとオンラインで情報交換の機会

を持った。多くの自治体では医療ソーシャルワーカーやチャイルド・ライフ・スペシャリストが中心と

なって遠隔教育を啓発していた。  

 

 
④高校における単位認定の経過を検証する取組 

入院生徒に対して受信側に教員を配置せず同時双方向型の遠隔教育を実施する際の連携体制の研究。そ

のため，引き続き，生徒本人・保護者や関係機関からのニーズに応じて，同時双方向型の授業配信をは

じめとするＩＣＴ機器・通信機器を活用した教育支援を実施。 

ⅰ．「通信環境の整備及び各授業等における通信環境設定のあり方」の検証 

 ⇒私立高校では自校の無線環境を利用できるが，公立高校では高校側にも桃陽総合支援学校よりモバイ

ルルーターを貸し出した。どの高校でも移動教室では移動場所の無線環境が整えにくく，通信環境の

事例Ｂ：アバタ―ロボットを使った授業視聴の様子

他府県の高校と主治医をオンライ

ンでつないだカンファレンス 研究開発機関へのワークシ

ョップ参加の様子 



確保に手間取った。 

ⅱ．授業視聴・授業参加確認 

⇒高等学校側が懸念される課題の一つであった。視聴状況の確認を求める学校には「学校教育法施行規

則の一部を改正する省令の施行について（通知）」（令和２年５月１５日付け２文科初第２５９号）の

内容を紹介した。実際に配信授業を進める中で配信についての不安や課題と感じられることは自ら解

決していく様子があった。 

ⅲ．履修教科において，登校出席時間数と遠隔教育実施時間数の双方における質的な違いを明らかにし，

出席認定や評価，単認認定の妥当性について検証する。 

⇒遠隔教育を受ける生徒たちは，配信初日より前向きに学習する様子がある。課題提出を気にかけ， 

評価につながることについては努力する姿が認められた。高等学校側は，入院生徒より送信された提

出物を遜色なく評価し，不足部分については，復学後の補習などで補充していこうと考え，当該生徒

への安心感につながっていた。全ての高等学校で教室と同時進行で定期考査が実施された（資料４）。

評価の仕方は個々に異なるが評価材料として有効な資料となっていた。 

ⅳ．小児がんの専門医からのレクチャーに基づく小児がんの類型と入院治療期間のシミュレーションをも

とに遠隔教育での取得可能単位の上限についての考察 

⇒今年度は新型コロナウィルス感染拡大の問題もあり，一旦退院すると再入院が難しい状況などから，

入院が長くなる生徒や，治療が７カ月程度かかる生徒もいた。また，復学・進級していた生徒が再発

により再入院する事例もあった。取得可能単位の上限見直しについて，生徒たちの安心感につながる

とともに，主治医からも，治療期間や再入院時の学習継続は治療に向う時の生徒達の安心感につなが

るとの言葉があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

病院側生徒は自分の状況を

画面上で高校側に配信 

資料４：入院生徒，高校，ＭＳＷ，医教連携コーディネ

ーターが共有した定期考査の流れ 



４ 今後の課題と対応 

（１）配信機材による配信状況の違い 

  教室の雰囲気をリアルに感じることができる配信機材は双方の生徒にとって有効であった。配信機材

による効果や有効と思われる機材の提案などにつながる検証を引き続き進める必要がある。 

（２）求められる医教連携とそのための連携機関の提案 

  同時双方向型配信授業を円滑に進めるためには医療と教育の連携を図るコーディネート機能が求めら

れるが，全国的に一般的な方法ではなかった。医教連携コーディネーターの有効性を具体的に示し，理

解啓発につなげる必要がある。 

（３）医療機関への啓発と理解 

  ＡＹＡ世代の患者は成人病棟へ入院する場合もある。小児科病棟はもとより成人病棟への啓発理解に

ついても継続的に進めていく必要がある。 

（４）履修状況把握のための連携 

ダイレクトプリンターの設置などにより，課題プリントの送信などは円滑に行えた。提出は郵送など

で可能であった。単位認定につなげるためには定期考査を実施する必要がある。どのような連携方法が

有効かを引き続き検証する必要がある。 

（５）高等学校への啓発と理解 

今後も桃陽総合支援学校が蓄積してきた実践をもとに，「３（２）④高校における単位認定の経過を検

証する取組」の結果を踏まえ，同時双方向型配信授業の進め方に関する資料を作成し，ホームページに

掲載する等の理解啓発方法の工夫を図る必要がある。 

 

５ 問い合わせ先 

担当部署：京都市教育委員会指導部総合育成支援課 

所 在 地：京都市下京区河原町通仏光寺西入 京都市総合教育センター内 

電話番号：０７５－３５２－２２８５ 

FAX番号：０７５－３５２－２３０５ 

e - m a i l：y-ikusei@edu.city.kyoto.jp 

 


